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事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）
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付
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地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業(※)

２ 居宅等における医療の提供に関する事業(※)
３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）
４ 医療従事者の確保に関する事業(※)
５ 介護従事者の確保に関する事業

※ 基金の対象事業は、平成26年度は医療を対象として１、２、４を、
平成27年度以降は介護を含めて全ての事業とする。

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基金） を創設し、各都道府県に設置。
各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。
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○ 医療従事者の確保に関する事業

医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成する
ことにより、医師、看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進する。

事業内容

（医師確保対策）
・ 地域医療支援センターの運営(地域枠に係る修学資金の貸与事業、無料職業紹介事業、定年退職後の
医師の活用事業を含む)

・ 医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施
・ 産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確保支援
・ 女性医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、歯科技工士の復職や再就業の支援 等

（看護職員等確保対策）
・ 新人看護職員・看護職員等の質の向上を図るための研修の実施
・ 看護職員が都道府県内に定着するための支援
・ 看護師等養成所の施設・設備整備、看護職員定着促進のための宿舎整備 等

（医療従事者の勤務環境改善対策）
・ 医療勤務環境改善支援センターの運営
・ 各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援（医療ｸﾗｰｸの配置、院内保育所整備・運営等）
・ 電話による小児患者の相談体制や休日・夜間の小児救急医療体制の整備 等

地域医療介護総合確保基金における対象事業例［一部抜粋］
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【無医地区の現状】（無医地区とは、当該地区の中心的な場所を起点として概ね半径４㎞の区域内に５０人以上が居住し、かつ容易に医療機関を利用することが
出来ない地区をいう。なお、無医地区等が所在する都道府県は、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府を除く４３県。）

平成２１年末日時点で、全国の無医地区数は７０５地区。無医地区人口は１３６，２７２人。（前回（平成１６年）は無医地区は７８７地区。
無医地区人口は１６４，６８０人）

【へき地保健医療対策への国庫補助事業】

○へき地保健医療対策費（平成２７年度 予算２０億円） ＜運営費補助＞
・へき地医療支援機構 ・へき地医療拠点病院運営事業 ・へき地診療所運営事業 ・へき地・離島巡回診療事業 等

○医療施設等施設整備費補助金（平成２７年度 予算４億円）
・へき地医療拠点病院施設整備事業 ・へき地診療所施設整備事業 等

○医療施設等設備整備費補助金（平成２７年度 予算６億円）
・へき地医療拠点病院設備整備事業 ・へき地診療所設備整備事業 ・へき地巡回診療車整備事業 ・遠隔医療設備整備事業 等

【主な取り組み】 （昭和３１年度より１１次にわたる年次計画（「へき地保健医療計画」）を策定し、地域の実情に応じた施策を実施。

◎医師確保対策
○へき地医療支援機構の設置（都道府県単位で設置。専任担当官を配置。）
・医師や代診医等の派遣、キャリア形成支援にかかる総合的な企画・調整を実施し、離島・へき地で勤務する医師の支援を実施。

◎人材育成（へき地勤務医等の教育）
○へき地医療拠点病院の指定（都道府県知事が指定）
・総合的な診療能力を有し、プライマリ・ケアを実践できる医師の育成を実施。
・離島・へき地の医療従事者に対する研修を実施。

◎医療提供体制の確保
○へき地医療拠点病院の指定（都道府県知事が指定）
・無医地区等に対する巡回診療を実施。
・へき地診療所への代診医派遣、技術指導等の診療支援を実施。

○へき地診療所の設置
・へき地住民に対する基礎的な医療の提供を行う。

16


